
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年２月２０日 １１時４０分ごろ 

発生場所 関西国際空港南方沖 

 和泉尾崎港沖防波堤灯台から真方位３３７°４,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.５′ 東経１３５°１３.２′） 

事故の概要  押船第十八大生
たいせい

丸は、起重機船第十八大生
たいせい

号と一体で押船列を構成

して西南西進中、また、プレジャーヨットmaritt
メ リ ッ ト

は、帆走により北西

進中、第十八大生号と maritt とが衝突した。 

事故調査の経過 令和３年３月２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第十八大生丸、１９トン 

   ２９１－３８８７８佐賀、有限会社大生海事工業 

Ｂ 起重機船 第十八大生号、約１,０１６トン 

   なし、有限会社大生海事工業 

Ｃ プレジャーヨット maritt、５トン未満（８.９４ｍ） 

   ２４２－９９７６大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｃ 船長Ｃ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首船底部に擦過傷 

Ｃ 右舷コーミング部に曲損及びスタンションに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船首部をＢ船の船尾側凹部に

嵌合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、約５ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西南西進中、単独で船橋

当直についていた船長Ａが、左舷船首方に帆走中のＣ船を目視で認め

たが、ふだんから小型船が自船を避けていたので、Ｃ船がいずれＡ船

押船列の進路を避けると思い、前路を見て針路及び速力を保持して航

行していたところ、Ｃ船が左舷船首方至近に迫っていることを知り、

急いで左転して主機を後進としたものの、Ａ船押船列の船首部とＣ船

の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、帆走して約３kn の速力で北西進

中、船長Ｃが、右舷船首方に作業中のＡ船押船列を目視で認めたが、

Ａ船押船列が航行を始めたことに気付かなかったので、周囲に航行の



支障となる船舶はいないと思い、前路を見て針路及び速力を保持して

航行していたところ、Ａ船押船列が右舷船首方至近に迫っていること

を知り、急いで左転してジブをフリーにしてほぼ停船したものの、右

舷中央部とＡ船押船列の船首部とが衝突した。 

分析  Ａ船押船列は、西南西進中、船長Ａが、ふだんから小型船が自船を

避けており、Ｃ船がいずれＡ船押船列の進路を避けると思い、針路及

び速力を保持して航行を続けたことから、Ｃ船の接近に気付かず、Ｃ

船と衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、帆走により北西進中、船長Ｃが、右舷船首方に作業中のＡ

船押船列を目視で認めたが、Ａ船押船列が航行を始めたことに気付か

ず、周囲に航行の支障となる船舶はいないと思い、針路及び速力を保

持して航行を続けたことから、Ａ船押船列の接近に気付かず、Ａ船押

船列と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が西南西進中、Ｃ船が帆走により北西進中、

船長Ａが針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Ｃが針路及

び速力を保持して航行を続けたため、互いが接近する状況に気付か

ず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・接近する他船を認めた場合、適宜、同船の動静を監視するととも

に周囲の適切な見張りを行うこと。 

・接近する他船を認めた際、避航する様子が見られない場合、余裕

のある時機に衝突を避けるための措置を採ること。 

 


